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（1）当連結会計年度の事業の状況
①事業の経過及び成果
　当連結会計年度のわが国の経済は、アベノミクス景気が「いざな
ぎ景気」を超え戦後２番目の長さを記録し、企業業績や設備投資は
緩やかな回復が続いておりますが、実質賃金は伸びず、景気回復の
実感が乏しい環境となりました。
　また、米国では物価高への懸念から長期金利が上昇し、世界的な
株価下落と為替変動をもたらしました。アジア圏では平昌オリンピッ
ク開催を期に、北朝鮮が融和外交に転ずる姿勢を見せ、欧州では英国のBrexit交渉について、メイ英首相
の求心力低下が懸念材料となるなど、世界情勢の先行きの不透明感は依然として強まっております。

1.当連結会計年度の消費環境の概要
1）   景気は緩やかな回復基調にある中、今春の賃金改定では多くの企業が４年連続でベースアップを実施し、

2017年平均の有効求人倍率は、前年比0.14ポイント上昇の1.50倍と44年ぶりの高水準となり、雇用環境は
大幅に改善され、人手不足が深刻な問題となる一方、消費支出は11月からプラスに転じ、個人消費の増
加につながることが期待されます。

2）   衣料品の販売に影響を及ぼす天候は、一年を通して四季の変化を明確に感じることができ、衣料品の販
売には追い風となりましたが、３～４月の低気温、７月から10月にかけての豪雨や台風被害、１～２月
には日本海側を中心とした大雪など、異常気象による影響がありました。

2.当社グループの状況
　このような消費環境のもと、当社グループは“変革３年、完成の年”を統一テーマとし、引き続き変革の
スピード・範囲を拡大し、国内市場への深耕のため、あらゆる業務を大胆に変化・進化させ続けるととも
に、3,000店舗体制へ向けた更なる業務の単純化・標準化を推し進めローコスト運営を徹底し、業績の向上
に努めております。

3.主力の 事業

1）   「CLOSSHI（クロッシー）」に集約したプライベートブランドは、新たに「CLOSSHI Sports」「CLOSSHI 
Baby」「CLOSSHI Kids」「CLOSSHI VALUE」の展開を始め、価値と価格のバリエーションを広げて品 
揃えを充実させ、お客様の支持拡大を図りました。また、チラシが中心となっていた従来の販売促進か 
ら、TVCMやWEBによる販促を拡大することにより広告宣伝の見直しと認知度向上に努めましたが、
TVCMの効果や浸透度は期待値を下回り、研究課題を残す結果となりました。

2）   お客様にとって買いやすい売場を実現するため、婦人衣料、実用衣料の最適配置を研究し、売場レイア
ウトと什器、店内販促物を大幅に変更する「2016年型新レイアウト」の展開を全店へ拡大しました。

3）   当連結会計年度は40店舗を開設し、４店舗を閉店した結果、 事業での店舗数は1,401店舗とな
りました。また、１店舗で大規模な改装、84店舗で省エネ対応型の改装を実施した結果、売上高は前年
同期比1.3％減の4,461億41百万円となりました。

1.企業集団の現況
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4. 事業

　若者向けの感度の高いファッション商品を扱う 事業は、売場を分かりやすくアピールするため
に主通路を拡幅して、トータルコーディネート提案を強調すべく301店舗でレイアウト変更を実施し、業
績向上に努めました。
　当連結会計年度は12店舗を開設した結果、店舗数は313店舗となりました。また、12店舗で省エネ対応
型の改装を実施した結果、売上高は前年同期比0.8％増の507億82百万円となりました。

5. 事業

　ベビー・子供用品を扱う 事業は、店舗数の拡大でプライベートブランドの販売量は急増して
おり、専門店としての信頼を一層高めるため商品の品質・感度・品揃えにこだわり、積極的な出店を進めました。
　当連結会計年度は23店舗を開設し、２店舗を閉店した結果、店舗数は261店舗となりました。また、13
店舗で省エネ対応型の改装を実施した結果、売上高は前年同期比9.6％増の513億62百万円となりました。

6. 事業

　 事業は「暮らしに彩り」を新たなストアコンセプトとして、商品構成を大幅に見直し、事
業の再構築を進めております。また、WEBによる販促手法を改善・進化させ若い女性への認知度向上によ
る業績向上に努めました。
　当連結会計年度は３店舗を開設し、１店舗を閉店した結果、店舗数は98店舗となり、売上高は前年同期
比1.8％増の96億88百万円となりました。

7. 事業

　 事業は、女性を主たる購買層としたファミリー靴専門店の業態を確立するため、標準売場面積
を150坪と定め、店舗の標準化と品揃えの改善を進めております。
　当連結会計年度は５店舗を開設して店舗数は16店舗となりましたが、前期に９店舗閉店した影響を受け
た結果、売上高は前年同期比12.0％減の５億37百万円となりました。

　以上の結果、当連結会計年度の日本国内の業績は、売上高5,585億13百万円（前年同期比0.1％減）、営業
利益434億17百万円（同11.8％減）、経常利益444億12百万円（同11.9％減）、当期純利益は295億89百万円

（同11.1％減）となりました。

8. 事業

　前期に台湾東部の宜蘭県へ出店し、ほぼ台湾全域での店舗展開となった は、出店を継続して店
舗展開の密度を高め、現地に適した商品展開と販促、品質管理のレベル向上に注力しました。
　当連結会計年度は３店舗を開設し、店舗数は45店舗となりました。また、２店舗で大規模な改装を実施
した結果、売上高は前年同期比6.6％増（NT$ベース）の16億27百万NT$（59億87百万円）となりました。

9. 事業

　上海を中心に事業展開する は、日本の 商品を製造する現地の工場で中国の消費者に合わ
せた商品を調達するなど、中国マーケットへ適合させた品揃えの変更を進めております。また、中国市場
への深耕を図るため、８月よりEC事業の展開を開始し、業績の底上げに努めました。
　当連結会計年度は１店舗を開設し、１店舗を閉店した結果11店舗となり、前期に３店舗閉店した影響を
受けた結果、売上高は前年同期比2.7％増（RMBベース）の34.1百万RMB（６億１百万円）となりました。
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　以上の結果、当連結会計年度の連結業績は、売上高5,651億２百万円（前年同期比0.1％減）、営業利益428
億96百万円（同12.1％減）、経常利益439億20百万円（同12.3％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は297
億17百万円（同9.6％減）となりました。

（商品部門別及び事業別売上高）
部門・事業 売上高（百万円） 構成比（％）

婦人衣料 144,592 25.6
肌着 108,479 19.2
寝装具 45,282 8.0
紳士衣料 41,303 7.3
ベビー・子供服 30,917 5.5
洋品小物 30,169 5.3
インテリア 25,104 4.4
靴 20,291 3.6

計 446,141 78.9
50,782 9.0
51,362 9.1
9,688 1.7
537 0.1

日本計 558,513 98.8
5,987 1.1
601 0.1

合　　計 565,102 100.0

②設備投資の状況
　当連結会計年度の設備投資額は、105億65百万円であります。
　１．当連結会計年度中に完成した店舗等設備（自社物件）
　　　72億45百万円 
　２．当連結会計年度中に取得した店舗用地
　　　５億32百万円
　３．当連結会計年度中に増加した差入保証金、その他の資産
　　　27億86百万円

③資金調達の状況
　該当事項はありません。

④事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　該当事項はありません。
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⑤他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　当社は、平成29年６月30日を効力発生日として、当社が保有する株式会社田原屋の株式を一部売却しま
した。株式売却の結果、株式会社田原屋を当社の持分法適用関連会社から除外しております。

（2）直前３事業年度の財産及び損益の状況

区　　　　分
第 62 期

（平成27年２月期）
第 63 期

（平成28年２月期）
第 64 期

（平成29年２月期）

第 65 期
当連結会計年度
（平成30年２月期）

売 　 上 　 高（百万円） 511,893 546,058 565,469 565,102

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 23,288 24,747 32,862 29,717

１株当たり当期純利益金額 （円） 633.48 673.25 894.09 808.56

総 　 資 　 産（百万円） 331,608 351,283 379,686 397,534

純 　 資 　 産（百万円） 287,038 304,843 331,354 353,091

１株当たり純資産額 （円） 7,808.33 8,293.63 9,015.46 9,606.97

（3）重要な親会社及び子会社の状況
①親会社の状況
　該当事項はありません。

②重要な子会社の状況
会　　社　　名 資　本　金 当社の議決権比率 主要な事業内容

股 份 有 限 公 司 100百万NT＄ 100.0％ 衣料品の販売

（上海）商貿有限公司 192百万元 100.0％ 衣料品の販売
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（4）対処すべき課題
　わが国の今後の経済状況は、世界経済の拡大基調が続く中、国内の雇用と所得環境の改善が続き、緩や
かな回復基調にあります。個人消費は底堅さを見せているものの、エネルギー価格の高騰や、緩やかなが
らも物価の上昇が続くことで、実質賃金が低迷することが要因となり、景気全体をけん引するほどの力強
さには欠けるものと思われます。
　2020年に東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、オリンピックの関連施設や宿泊場所等の都市
整備の需要で建設業界は活況を見せておりますが、一方で人手不足が一段と深刻化することが予想されます。
　2018年２月の世界的な株価下落については、それまでの株価上昇の調整によるもので、実体経済への影
響は軽微と考えられます。しかし、米国の物価上昇圧力と長期金利の動向、政策金利の利上げなどの金融
政策の行方を巡って、国際金融市場に動揺が広がり、世界経済の減速懸念が高まれば、安全資産としての
円に資金が流入して急速に円高が進むリスクがあります。
　小売業界を取り巻く環境は、変化のスピードが更に速くなり、インターネットを利用した販売チャンネ
ルの多様化も進む中、小売業は消費者行動の変化を敏感に捉え、将来の変化を見通した事業の構築が求め
られています。
　このような状況下で、当社グループは平成30年度のグループ統一テーマを“規模の拡大と基盤の整備”と
し、当期は国内3,000店舗に向けて、規模の拡大と基盤の整備を図るため、システムを刷新するとともに社
員の教育、育成に注力します。

1.主力の 事業

1）   「CLOSSHI（クロッシー）」ブランドの拡大を図り、PB比率は40％を目標とします。ボリュームプラ
イスの「CLOSSHI」に加えて、素材や機能、デザインをプラスして高価格帯で販売する「CLOSSHI 
PREMIUM」と、品質は一定の基準を確保した上で、どこよりも低価格で販売する「CLOSSHI VALUE」
を展開します。「CLOSSHI」ブランドは、価格帯の幅を広げて、お買い物の楽しさを演出します。

2）   平成29年度までに全店に導入した「2016年型新レイアウト」で、売場の整理整頓が進み、選びやすく買
いやすい売場になりましたが、平成30年度はこれを更に進化させ、売場空間に賑わい性を持たせます。
売場にストックする商品の保管についても改善し、適正な売場の維持管理に努めます。

3）   平成30年度も都市部の出店を基本に40店舗の開店を予定し、引き続き積極的な業容の拡大を目指して、
年度末には1,441店舗とする予定です。

2. 事業

　10代から30代の男女をターゲットとした「カジュアル＆シューズ」に加え、新たに品揃えを雑貨やイン
テリア系の商品まで拡大することにより「トータルカジュアル」の専門店を目指します。売上の拡大と営
業利益率の改善を図るべく、出店を多様化していきます。平成30年度は25店舗の開店と４店舗の閉店を予
定し、年度末には334店舗とする予定です。

3. 事業

　「ベビー・子供用品の総合専門店」として国内№１の専門店となるために、品揃えや宣伝方法、SNS等
を研究し、お客様に期待される店づくりと販売力の向上に努めます。平成30年度は25店舗の開店を予定し、
年度末には286店舗とする予定です。
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4. 事業

　20代から40代の女性をターゲットとした「雑貨＆ファッション」の専門店を目指します。中でも「おう
ち雑貨」をテーマに、家の中の身の回りのものを充実させたい女性に向けたライフスタイルを提案します。
平成30年度は２店舗の開店と１店舗の閉店を予定し、年度末には99店舗とする予定です。

5. 事業

　20代から50代の女性及びその子供と男性をターゲットとし、レディースシューズを中心とした「総合靴
専門店」を確立し、多店舗化に向けた商品調達の仕組みを構築します。平成30年度は８店舗の開店を予定
し、年度末には24店舗とする予定です。

6. 事業

　台湾全域での店舗展開となった は、総合衣料の専門店として更に進化を進め、日本企画による
商品の構成比を増やし、品質とトレンドの強化を図ります。平成30年度は２店舗の開店を予定し、年度末
には47店舗とする予定です。

7. 事業

　上海を中心に事業展開する は、「EC事業」の拡大に合わせて、現地の工場で中国のお客様に合わ
せた製品を生産して、中国マーケットへの適合を図り「売れる商品の調達方法」の確立を目指します。平
成30年度の開閉店の予定はなく、年度末は11店舗の予定です。

　以上により、平成30年度はグループ全体で102店舗の新規出店と５店舗の閉店を予定し、年度末には2,242
店舗とする予定です。
　平成30年度の業績の見通しにつきましては、株式会社 単体では売上高5,800億円（前年同期比
3.8％増）、営業利益は510億円（同17.5％増）、経常利益520億円（同17.1％増）、当期純利益355億円（同
20.0％増）を見込んでおります。
　また、海外を含む連結の業績は売上高5,875億円（前年同期比4.0％増）、営業利益は510億円（同18.9％増）、
経常利益520億円（同18.4％増）、親会社株主に帰属する当期純利益350億円（同17.8％増）を見込んでおり
ます。
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（5）主要な事業内容（平成30年２月20日現在）
　当社の企業集団（当社及び当社子会社）は、株式会社 （当社）、及び子会社２社で構成され、
衣料品を主としたソフトグッズの販売を行うチェーンストア群としての事業展開をしております。
　当社の事業に係わる位置づけは、次のとおりです。
①  株式会社 は、基幹である「ファッションセンター 」を主として次の事業の店舗展開

をしています。
・  「ファッションセンター 」は20代から50代の主婦とその家族（＝ファミリー）をターゲットと

し、ファミリーが日常生活のために使用する衣料品を提供する事業を展開しています。
・  「 」は10代から30代をターゲットとし、メンズ、レディースの衣料品にシューズを加えた３分

野を主力に商品を提供する事業を展開しています。
・  「 」はベビー・子供用品の専門店として、出産準備から子育てまでのあらゆるシーンに対応

する幅広い商品を提供する事業を展開しています。
・  「 」は20代から40代の女性をターゲットとし、「おうち雑貨」をテーマに、家の中の身の回

りのものを充実させたい女性のための雑貨・インテリア・衣料品・服飾雑貨などの商品を提供する事業
を展開しています。

・  「 」は20代から50代の女性及びその子供と男性をターゲットとし、「履きやすい・価値のある」
靴を提供する事業を展開しています。

②  股份有限公司は、台湾において「ファッションセンター 」事業と同様の衣料品を販売
する事業を展開しています。

③  （上海）商貿有限公司は、中国において「ファッションセンター 」事業と同様の衣料
品を販売する事業を展開しています。

（6）主要な事業所及び店舗（平成30年２月20日現在）
①店舗数の状況

事業部門 前期末店舗数 当期出店数 当期退店数 当期末店舗数
ファッションセンター 1,365店 40店 4店 1,401店

301 12 0 313
240 23 2 261
96 3 1 98
11 5 0 16
42 3 0 45
11 1 1 11

合 計 2,066 87 8 2,145

②商品センターの状況
盛 岡 商 品 セ ン タ ー 岩手県八幡平市大更第一地割203番１号
名 取 商 品 セ ン タ ー 宮城県名取市愛島台７丁目101番37号
東 松 山 商 品 セ ン タ ー 埼玉県東松山市坂東山４番地
桶 川 商 品 セ ン タ ー 埼玉県桶川市赤堀２丁目３番１号
秦 野 商 品 セ ン タ ー 神奈川県秦野市堀山下88番15号
関 ヶ 原 商 品 セ ン タ ー 岐阜県不破郡垂井町松島745番７号
犬 山 商 品 セ ン タ ー 愛知県犬山市羽黒字徳間屋敷１番
神 戸 商 品 セ ン タ ー 兵庫県神戸市西区見津が丘３丁目14番
岡 山 商 品 セ ン タ ー 岡山県倉敷市広江８丁目３番１号
北 九 州 商 品 セ ン タ ー 福岡県北九州市門司区新門司北１丁目11番７号

事 業 報 告
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（7）従業員の状況（平成30年２月20日現在）
①主要な事業所及び店舗の従業員の状況
区　　　　　　　　　　分 従 業 員 数 前 期 末 比 増 減
国 内 18,021名 ＋  599名
海 外 607　 ＋  105　
合 計 18,628　 ＋  704　

（注）上記従業員数には定時社員（パートタイマー）及び嘱託社員の15,457名を含みます。

②当社の従業員の状況
区　　　　　　　　　　分 従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

合 計 ま た は 平 均 18,021名 ＋　599名 39.2歳 7.8年

（注）上記従業員数には定時社員（パートタイマー）及び嘱託社員の15,398名を含みます。

（8）主要な借入先の状況（平成30年２月20日現在）
　借入金の金額に重要性がないため、記載を省略しております。

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。

（1）株式の状況（平成30年２月20日現在）
①発行可能株式の総数  120,000,000株
②発行済株式の総数  36,913,299株
③株主数  13,436名
④大株主（上位10名）

株　　　　主　　　　名 持株数 持株比率
株 式 会 社 島 村 企 画 5,761千株 15.7％
株 式 会 社 島 村 興 産 3,370千株 9.2％
株 式 会 社 ク リ エ イ テ ィ ブ ラ イ フ 2,370千株 6.4％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,029千株 5.5％
株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行 1,764千株 4.8％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,336千株 3.6％
藤 　 原 　 秀 次 郎 681千株 1.9％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 636千株 1.7％
STATE  STREET  BANK  WEST  CLIENT-TREATY  505234 625千株 1.7％
島 村 裕 之 501千株 1.4％

（注）持株比率は自己株式159,596株を控除して計算しております。

（2）新株予約権等の状況
　該当事項はありません。

2.会社の現況
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（3）会社役員の状況
①取締役及び監査役の状況（平成30年２月20日現在）

地　　　位 氏　　　名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 野 中 正 人 股份有限公司　董事
（上海）商貿有限公司　董事

取 締 役 北　島　常　好
商品・売場管理部統括

股份有限公司　董事長　　　　　　　　　
（上海）商貿有限公司　董事長

取 締 役 関　　　信太郎 開発・店舗建設・開発管理部統括
股份有限公司　監察人

取 締 役 中 村 　 武 総務・人事・経理・店舗管理・陸上競技部統括
取 締 役 寺 井 秀 藏 株式会社ワールド　代表取締役会長
取 締 役 松 井 珠 江 株式会社松井オフィス　取締役副社長

常 勤 監 査 役 吉　岡　秀　行 股份有限公司　監察人
（上海）商貿有限公司　監事

監 査 役 島 村 裕 之 株式会社島村興産　代表取締役社長
株式会社島村企画　監査役

監 査 役 早　瀬　佳　一 タキヒヨー株式会社　顧問
ティー・ティー・シー株式会社　代表取締役

監 査 役 堀之北　重　久
公認会計士堀之北重久事務所　代表
三洋工業株式会社　社外取締役
株式会社東陽テクニカ　社外監査役

（注） １．取締役寺井秀藏、松井珠江の両氏は、社外取締役であります。
  ２．監査役早瀬佳一、堀之北重久の両氏は、社外監査役であります。
  ３．  監査役堀之北重久氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
  ４．  当社は、株式会社東京証券取引所に対して、取締役寺井秀藏氏、松井珠江氏、監査役早瀬佳一氏、堀之北重久氏を

独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

②事業年度中に退任した取締役
氏　　　名 退任日 退任事由 退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況

栗 原 正 明 平成29年 5月12日 任期満了 社長付・ 股份有限公司　董事

③当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額
区 分 支 給 人 員 支 給 額 摘　　　　要
取　　締　　役 7名     90百万円 （うち社外取締役２名 21百万円）
監　　査　　役 4     35 （うち社外監査役２名 11百万円）
合 　 　 　 計 11    125

（注） １．  取締役の報酬限度額は、平成27年５月14日開催の第62期定時株主総会において年額400百万円以内、監査役の報酬
限度額は、平成20年５月16日開催の第55期定時株主総会において年額94百万円以内と決議いただいております。

  ２．上記の報酬等の額には、以下のものが含まれています。
  　　  当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額３百万円（監査役３名に対し２百万円（うち社外監査役１名に対

し０百万円））。
  ３．  平成30年２月20日現在の取締役の員数と支給人員の相違は、平成29年５月12日開催の第64期定時株主総会終結の

時をもって退任した取締役１名が含まれているためであります。
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④社外役員に関する事項
　イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　　・  取締役寺井秀藏氏は、株式会社ワールド代表取締役会長であり同社と当社は同一業種であります。

また同社は当社との間に１店舗の賃貸借取引があります。
　　・取締役松井珠江氏の兼職先と当社の取引関係はありません。
　　・監査役早瀬佳一氏の兼職先と当社との間には商品の取引関係があります。 
　　・監査役堀之北重久氏の兼職先と当社の取引関係はありません。
　ロ・当事業年度における主な活動状況
　　ａ．取締役会及び監査役会への出席状況

区　　　分
取締役会（19回開催） 監査役会（17回開催）

出席回数 出席率 出席回数 出席率

取締役　寺　井　秀　藏 16回 84.2％ － －

取締役　松　井　珠　江 17 89.5 － －

監査役　早　瀬　佳　一 　16 84.2 16回 94.1％

監査役　堀之北　重　久 　15 78.9 15　 88.2

　　ｂ．取締役会及び監査役会での発言状況
取締役会において、取締役寺井秀藏氏は、企業経営者として培われた豊富な知識と幅広い見識に
基づき、適宜適切な発言を行っており、取締役松井珠江氏は、長期にわたり小売業の人事政策、
福利厚生、社会・環境サスティナビリティ分野で活躍された豊富な知識と幅広い見識を有してお
り、当社の人事政策面においてその経験に基づき、適宜適切な発言を行っております。
取締役会及び監査役会において、監査役早瀬佳一氏は、意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの助言・発言を行っており、監査役堀之北重久氏は、監査体制の強化に関する助言・発言を
行っております。

　ハ．責任限定契約の内容の概要
　　　  当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠った

ことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、
法令が規定する額としております。
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（4）会計監査人の状況
①名　　　称  有限責任 あずさ監査法人

②報酬等の額

項　　目 支　払　額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 46百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 46　　　

（注） １．  当監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であ
ると判断し、会計監査人の報酬等の額に同意いたしました。

  ２．  当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額
を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの
合計額を記載しております。

  ３．  当社の重要な子会社は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当す
る資格を有する者を含む）の監査を受けております。

③会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　  当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の

決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとします。
　  監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる

場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。

（5）業務の適正を確保するための体制
①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　・  取締役がグループ会社全体の経営理念を基に、全社横断的にコンプライアンス体制を維持し、かつ社

会的責任を果たすため社内規定（取締役会規程、監査役会規程、株式取扱規程、役員規程、執行役員
規程等）を適切に整備してまいります。

　・  監査役、内部監査室による内部統制システムを検証するための体制を構築しております。
　・  公益通報者保護規程を基に通報者が不利益を受けることがないよう、またその内部通報が適切に処理

でき、さらに全社的に再発防止につながるよう、適正な制度の確立と運用をすすめてまいります。
　・  監査役による取締役と執行役員の業務執行状況の監査と、監査役会での検証を行っております。
　・  財務報告の適正性及び法令遵守状況等について、各部門の責任者から、定期的に確認書等の提出を求

めております。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存と管理に関する体制
　・  法令と社内規定に基づき議事録・稟議書等の文書を作成し、規程に基づき部署長が適正に保存管理し

ております。
　・  これらの文書は取締役・監査役が常時閲覧できる体制を整備しております。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　・  全社的なリスクの管理規程を整備し、担当部署のリスク管理のレベル向上に努めて、未然防止と有事

に適切な対応ができるようにしております。
　・  新たに生じたリスクに対し取締役社長が速やかに責任取締役を定め、必要な対応をとっております。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　・  取締役会を毎月 １回以上開催し、迅速な意思決定と重要事項の決定、取締役の業務執行状況の報告を

行っております。
　・  取締役は、職務分掌や職務権限規程を定期的に検証しております。
　・  監査役は、取締役会に出席し効率的な業務執行の監督を行っております。
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⑤従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　・  従業員の職務の執行が法令及び定款に適合する体制を構築しております。

⑥当社と関連するグループ集団での業務の適正を確保するための体制
　・  グループ集団の取締役及び業務を執行する社員等が、職務の執行に係る事項の当社への報告に関する

体制を整備しております。
　・  グループ集団の損失の危機管理に関する規程その他の体制を整備しております。
　・  グループ集団の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を整備しており

ます。
　・  グループ集団の取締役・執行役員と従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制を整備しております。

⑦監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合の体制
　・  監査室は、監査役の要請に応じてその業務を補助しております。

⑧前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項
　・  監査室の所属従業員の人事異動には、人事部長は監査役との事前協議のうえ決定しております。
　・  取締役・執行役員と従業員は監査役による監査、監査室による監査には適正に対処し、一切不当な制

約をしないものとしております。
　・  監査役による監査を支援中の従業員の指揮命令権は、監査役にあるものとしております。

⑨次に掲げる体制その他の監査役へ報告をするための体制　
　・   取締役・執行役員及び従業員が監査役に報告するための体制を整備しております。
　・   子会社の取締役、監査役等及び従業員から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制を整備し

ております。

⑩監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを確保するための体制
　・  監査役への報告を行った当社グループの役員と従業員に対して、当該報告をしたことを理由として不

利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及びグループ集団の役員と従業員に周知徹底してお
ります。

⑪  監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きと、その他職務の執行について生ずる
費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　・  監査役がその職務の執行について前払い等の請求をしたときは、担当部署は社内規程に基づき、当該
請求に係る費用又は債務が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれ
に応じるものとしております。

⑫その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　・  監査役は、取締役会の他重要な意思決定の過程と業務の執行状況を把握するため重要な会議に出席し

ております。
　・  監査役は、主要な稟議書・報告書を閲覧し、必要に応じて取締役・従業員に説明を求めております。
　・  監査役は、当社会計監査人との情報交換を行い、連携を図っております。

（6）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要について
　内部統制システムの整備及び運用状況について監査室が継続的に確認、調査を実施しており、その結果
は、社長並びに該当部署の担当執行役員へ報告しております。また取締役会へは、社長あるいは担当執行
役員を通じ、その内容を報告しております。なお確認調査の結果、判明した問題点につきましては、該当
部署の担当執行役員へ是正措置を求め、内部統制システムの運用に努めております。
　主な運用状況は次のとおりであります。
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①コンプライアンス、リスク管理体制
　全社員対象の行動指針として「社員としての基本的な考え方」、「就業規則」、「コンプライアンス規程」
を定め、法令違反、不正行為等の早期発見及びそれらが未然に防止される体制を整備しております。また、
内部通報制度に基づき、直ちに監査室へ報告される体制を整備しております。人事担当執行役員が加わり、
取締役会へ報告される体制を整備しております。
②取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
　取締役会を月１回以上開催する他、執行役員による経営会議を毎週行うことにより、業務執行の効率的
な管理、監督及び情報の共有に繋げ、業務執行に関する重要事項の多面的な検討による意思決定を行いま
した。
③監査役の管理体制
　取締役会、経営会議等の重要会議に出席し、担当部署からの報告を受け、重要情報及び問題点を共有す
ることで監査の実効性向上を図っております。また監査役は、会計監査人、監査室など内部統制に係る組
織と必要に応じて情報交換を行い、当社の内部統制システム全般をモニタリングし、より効率的な運用に
ついて助言を行っております。

（7）剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、企業の発展を通じて株主の皆様のご支援にお応えするために、適切な配当を安定的に行い、ま
た、企業体質の強化と事業基盤の拡大のために投資を続けることを利益配分の基本と考えております。
　チェーンストアの経営においては、標準化され時代に適応した最先端な店舗を密度濃く展開するための
事業基盤の強化が最大の経営戦力であり、このために内部留保を効率的に再投資することは特に重要です。
　これは主に積極的な出店への店舗建設費と時代に適応した最先端な店舗への改装費用とともに物流シス
テム、情報システムの改革などへの投資が基本となりますが、当社はキャッシュ・フローを重視した適切
な経営によって、高い生産性と適正な企業業績を維持することを通じ、提出会社における単体の配当性向
25％を目安として株主各位のご支援にお応えする所存です。

（8）会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　当社は、お客様、お取引先、株主に対して、また従業員に対して公正、公平に対応することが事業の基
本的な信用と考えております。事業の展開で係わりのあるどの社会に対しても信用・信頼を一層高めるこ
とが事業の継続発展には必要で、そのためにはコーポレート・ガバナンスの充実は重要であると認識して
おります。
　そのうえで、当社が築いてまいりました小売業界における独自の事業モデルを発展・拡大させ、経営の
効率性や収益性を一層高める観点から、専門性の高い業務・運営知識を備えたものが取締役に就任し、法
令及び定款の定めを遵守しつつ当社の財務及び事業の方針の決定につき、重要な職務を担当することが企
業価値を高め、全ての利害関係者共同の利益に資するものと考えております。

事 業 報 告
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565,102
（単位：百万円）

インテリア
25,104

寝装具
45,282
ベビー・子供服
30,917
婦人衣料
144,592

紳士衣料
41,303
洋品小物
30,169
肌着
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靴
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537

9,688

51,362

50,782

5,987

601

■営業成績及び財産の状況の推移

■商品部門別及び事業別売上高

●売上高 （単位：百万円） ●経常利益 （単位：百万円）

●親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円） ●1株当たり当期純利益 （単位：円）

●総資産 （単位：百万円） ●純資産 （単位：百万円）
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連結計算書類

■連結貸借対照表（平成30年２月20日現在）
科　目 金　額

（ 資 産 の 部 ）
流 動 資 産 225,303
現 金 及 び 預 金 22,849
売 掛 金 4,136
有 価 証 券 143,011
商 品 47,704
繰 延 税 金 資 産 1,440
そ の 他 6,161

固 定 資 産 172,231
有 形 固 定 資 産 132,439
建 物 及 び 構 築 物 79,649
機械装置及び運搬具 2,228
器 具 及 び 備 品 819
土 地 49,172
建 設 仮 勘 定 568

無 形 固 定 資 産 1,078
そ の 他 1,078

投 資 そ の 他 の 資 産 38,714
投 資 有 価 証 券 11,001
差 入 保 証 金 25,309
繰 延 税 金 資 産 26
そ の 他 2,485
貸 倒 引 当 金 △107
資 産 合 計 397,534

（単位：百万円）

科　目 金　額

（ 負 債 の 部 ）
流 動 負 債 39,240
買 掛 金 20,202
短 期 借 入 金 110
未 払 法 人 税 等 5,410
賞 与 引 当 金 2,210
執行役員賞与引当金 42
そ の 他 11,262
固 定 負 債 5,202
繰 延 税 金 負 債 515
定時社員退職功労引当金 995
役員退職慰労引当金 417
執行役員退職慰労引当金 144
退職給付に係る負債 988
資 産 除 去 債 務 1,963
そ の 他 178

負 債 合 計 44,443
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 348,420
資 本 金 17,086
資 本 剰 余 金 18,637
利 益 剰 余 金 314,065
自 己 株 式 △1,368

その他の包括利益累計額 4,671
その他有価証券評価差額金 4,574
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △87
為替換算調整勘定 299
退職給付に係る調整累計額 △115

純 資 産 合 計 353,091
負 債 純 資 産 合 計 397,534

■連結株主資本等変動計算書（自　平成29年２月21日　至　平成30年２月20日）

科　目
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
平成29年２月21日残高 17,086 18,637 293,540 △1,354 327,910
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △9,078 △9,078
親会社株主に帰属する当期純利益 29,717 29,717
自己株式の取得 △14 △14
持分法適用会社の減少に伴う
利益剰余金減少高 △114 △114

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）
連結会計年度中の変動額合計 － － 20,524 △14 20,510
平成30年２月20日残高 17,086 18,637 314,065 △1,368 348,420
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連結計算書類

　（単位：百万円）

その他の包括利益累計額
純資産合計

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計
3,296 28 261 △141 3,444 331,354

△9,078
29,717
△14

△114

1,278 △115 38 25 1,227 1,227

1,278 △115 38 25 1,227 21,737
4,574 △87 299 △115 4,671 353,091

■連結損益計算書（自　平成29年２月21日　至　平成30年２月20日）  （単位：百万円）

科　目 金　額

売 上 高 565,102
売 上 原 価 375,631

売 上 総 利 益 189,470
営 業 収 入 1,001

営 業 総 利 益 190,472
販売費及び一般管理費 147,575

営 業 利 益 42,896
営 業 外 収 益

受 取 利 息 350
受 取 配 当 金 171
持分法による投資利益 13
為 替 差 益 25
包 装 資 材 売 却 益 183
そ の 他 300 1,043

営 業 外 費 用
支 払 利 息 0
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 11
そ の 他 8 20
経 常 利 益 43,920

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 348
減 損 損 失 987
投 資 有 価 証 券 売 却 損 155
災 害 に よ る 損 失 3
差 入 保 証 金 放 棄 損 0
そ の 他 16 1,511

税金等調整前当期純利益 42,408
法人税、住民税及び事業税 12,651
法 人 税 等 調 整 額 39 12,691
当 期 純 利 益 29,717
親会社株主に帰属する当期純利益 29,717

15 16



連結計算書類

■連結注記表
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
　1．連結の範囲に関する事項
　  　連結子会社等の状況は次のとおりであります。
　　1）連結子会社等の数　：２社
　　2）連結子会社等の名称： 股份有限公司、 （上海）商貿有限公司
　2．持分法の適用に関する事項
　　1）持分法を適用した関連会社の数：０社
　　2）  持分法適用関連会社であった株式会社田原屋は、株式を一部売却したことにより持分法の適用範囲から除外しております。
　3．連結子会社の事業年度等に関する事項
　  　連結子会社のうち （上海）商貿有限公司の決算日は、12月31日であります。
　  　  連結計算書類の作成に当たっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行ってお

ります。
　4．重要な会計方針
　　1）有価証券の評価基準及び評価方法
　　  　　満期保有目的の債券 ……… 償却原価法（定額法）を採用しております。
　　  　　その他有価証券
　　  　　　時価のあるもの　 ………   決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

を採用しております。
　　  　　　時価のないもの　 ……… 移動平均法による原価法を採用しております。
　　2）デリバティブの評価基準及び評価方法
　　  　時価法を採用しております。
　　3）たな卸資産の評価基準及び評価方法
　　  　　商　　品：売価還元法による原価法
　　  　　　　　　　（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
　　4）固定資産の減価償却の方法
　　  　①有形固定資産
　　  　　　建　　物：定率法（簿価の15.5％）及び定額法（簿価の84.5％）
　　  　　　構 築 物：定率法（簿価の70.2％）及び定額法（簿価の29.8％）
　　  　　　そ の 他：定率法
　　  　　　　ただし、在外連結子会社については、所在地国の会計基準の規定に基づく定額法によっております。
　　  　　　　なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
　　  　　　　　建物及び構築物　　　　５～50年
　　  　　　　　機械装置及び運搬具　　４～12年
　　5）引当金の計上基準
　　  　①貸倒引当金
　　　  　  債権の貸倒損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。
　　  　②賞与引当金
　　　  　従業員（定時社員を含む）に対する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
　　  　③執行役員賞与引当金
　　　  　執行役員に対する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
　　  　④定時社員退職功労引当金
　　　  　定時社員（パートタイマー）の退職功労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
　　  　⑤役員退職慰労引当金
　　　  　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
　　  　⑥執行役員退職慰労引当金
　　　  　執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
　　6）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
　　  　①消費税等の会計処理
　　　  　税抜方式によっております。
　　  　②退職給付に係る負債の計上基準
　　　  　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
　　　  　  ａ．退職給付見込額の期間帰属方法
　　　  　　　  退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、主として給付算定式基準によっ

ております。
　　　  　ｂ．数理計算上の差異の処理方法
　　　  　　　  数理計算上の差異については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
　5．追加情報
　  　繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用
　  　  「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年3月28日）を当連結会計年度から適用しております。

連結貸借対照表等に関する注記
　1．有形固定資産の減価償却累計額 84,277百万円
　2．担保に供されている資産　　　有価証券 11百万円
　  　　　　　　　　　　　　　　　投資有価証券 6百万円
　  　　　　　　　　　　　　　　　差入保証金 47百万円
　  　担保に係る債務　　　　　　　流動負債のその他（商品券） 108百万円
　3．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書に関する注記
　1．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数
　  　普通株式 36,913,299株
　2．配当に関する事項
　　1）当連結会計年度中に行った剰余金の配当
　　  　①平成29年５月12日開催の株主総会において次のとおり決議しました。
　　  　　ａ．配当金の総額  4,851百万円
　　  　　ｂ．１株当たりの配当額  132.00円
　　  　　ｃ．基準日  平成29年２月20日
　　  　　ｄ．効力発生日  平成29年５月15日
　　  　②平成29年10月２日開催の取締役会において次のとおり決議しました。
　　  　　ａ．配当金の総額  4,226百万円
　　  　　ｂ．１株当たりの配当額  115.00円
　　  　　ｃ．基準日  平成29年８月20日
　　  　　ｄ．効力発生日  平成29年10月31日
　　2）当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当
　　  　平成30年５月11日開催の株主総会において次のとおり決議する予定です。
　　  　　ａ．配当金の総額  4,594百万円
　　  　　ｂ．１株当たりの配当額  125.00円
　　  　　ｃ．基準日  平成30年２月20日
　　  　　ｄ．効力発生日  平成30年５月14日
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金融商品に関する注記
　1．金融商品の状況に関する事項
　　1）金融商品に対する取組方針
　　  　  当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資については短期で安全性の高い預金

等に限定し、資金調達については主に銀行等金融機関からの借入により調達しております。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するため
に利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

　　2）金融商品の内容及びそのリスク
　　  　  有価証券及び投資有価証券は、譲渡性預金、株式及び満期保有目的の債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、差入保証金は、

主として出店時に預託したものであり、預託先の信用リスクに晒されております。
　　  　 営業債務である買掛金は、主として１ヶ月の支払期日であります。借入金は、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであります。
　　  　 デリバティブ取引は、外貨建営業債務に係る為替の変動リスクを低減するために利用している先物為替予約取引であります。
　　3）金融商品に係るリスク管理体制
　　  　①信用リスクの管理
　　　  　  当社グループは、差入保証金について、預託先の信用状況を定期的に把握し、与信管理を行っています。満期保有目的の債券は、内部規定に基

づき、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。デリバティブ取引については、取引相手先を、高格付けを
有する金融機関に限定しているため、信用リスクは僅少であります。

　　  　②市場リスクの管理
　　　  　  当社グループは、外貨建営業債務に係る為替の変動リスクに対して、一部先物為替予約を利用してヘッジしております。有価証券及び投資有価

証券について、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企
業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。また、借入金については、必要に応じて固定金利の借入金を調達することで、金
利の変動リスクを管理しております。デリバティブ取引の執行・管理については内部規定に従い運用しております。

　　  　③資金調達に係る流動性リスクの管理
　　　  　  当社グループは、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを

管理しております。
　　4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　  　  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定にお

いては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
　2．金融商品の時価等に関する事項
　  　  平成30年２月20日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて

困難と認められるものは含まれておりません（（注）2．参照）。
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）
1）現金及び預金 22,849 22,849 －
2）有価証券及び投資有価証券
  　①満期保有目的の債券 17 17 0
  　②その他有価証券 152,612 152,612 －
3）差入保証金
  　（１年内回収予定のものも含む） 19,029

貸倒引当金 －
19,029 20,002 972

  　資産計 194,508 195,481 972
4）買掛金 20,202 20,202 －
5）短期借入金 110 110 －
  　負債計 20,313 20,313 －
  　デリバティブ取引（＊） （125） （125） －

　　（＊）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（　）で示しております。
　　（注）1．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
　　  資産
　　1）現金及び預金 
　　  　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 
　　2）有価証券及び投資有価証券 
　　  　  これらの時価について、譲渡性預金は短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。また、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。
　　3）差入保証金
　　  　  差入保証金の時価については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算定する方法によっており

ます。
　　  負債
　　4）買掛金、5）短期借入金
　　  　短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
　　  デリバティブ取引
　　　  デリバティブ取引の時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。
　　（注）2．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区　分 連結貸借対照表計上額（百万円）
非上場株式（＊1） 1,382
差入保証金（＊2） 9,563

（＊１）非上場株式については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「2）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
（＊２）差入保証金のうち、償還期日が確定していないものについては、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「3）差入保証金」に含めておりません。

賃貸等不動産に関する注記
　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

１株当たり情報に関する注記
　1．１株当たり純資産額  9,606円97銭
　2．１株当たり当期純利益金額  808円56銭
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■株主資本等変動計算書（自　平成29年２月21日　至　平成30年２月20日）

科　目

株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
圧縮記帳積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

平成29年2月21日残高 17,086 18,637 1,005 165 260,420 34,103 295,694
事業年度中の変動額
積立金の取崩 △0 0 －
積立金の積立 24,000 △24,000 －
剰余金の配当 △9,078 △9,078
当期純利益 29,589 29,589
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）
事業年度中の変動額合計 － － － △0 24,000 △3,488 20,511
平成30年2月20日残高 17,086 18,637 1,005 165 284,420 30,614 316,205

■貸借対照表（平成30年２月20日現在）
科　目 金　額

（ 資 産 の 部 ）
流 動 資 産 223,663
現 金 及 び 預 金 21,893
売 掛 金 4,068
有 価 証 券 143,011
商 品 47,139
前 払 費 用 1,000
繰 延 税 金 資 産 1,440
立 替 金 67
1年内回収予定差入保証金 3,279
そ の 他 1,763

固 定 資 産 174,378
有 形 固 定 資 産 130,023
建 物 72,740
構 築 物 4,600
機 械 及 び 装 置 2,187
車 輌 及 び 運 搬 具 16
器 具 及 び 備 品 762
土 地 49,172
建 設 仮 勘 定 543
無 形 固 定 資 産 1,078
借 地 権 997
そ の 他 81
投 資 そ の 他 の 資 産 43,275
投 資 有 価 証 券 11,001
関 係 会 社 株 式 0
関 係 会 社 出 資 金 212
関係会社長期貸付金 3,286
破 産 更 生 債 権 等 71
繰 延 税 金 資 産 1,420
長 期 前 払 費 用 2,381
差 入 保 証 金 24,941
建 設 立 替 金 76
そ の 他 7
貸 倒 引 当 金 △123
資 産 合 計 398,041

（単位：百万円）

科　目 金　額
（ 負 債 の 部 ）
流 動 負 債 38,526
買 掛 金 19,851
未 払 金 3,264
未 払 費 用 5,514
未 払 法 人 税 等 5,410
預 り 金 362
賞 与 引 当 金 2,196
執行役員賞与引当金 42
そ の 他 1,883

固 定 負 債 4,467
退 職 給 付 引 当 金 768
定時社員退職功労引当金 995
役員退職慰労引当金 417
執行役員退職慰労引当金 144
資 産 除 去 債 務 1,963
受 入 保 証 金 178

負 債 合 計 42,993
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 350,560
資 本 金 17,086
資 本 剰 余 金 18,637
資 本 準 備 金 18,637

利 益 剰 余 金 316,205
利 益 準 備 金 1,005
その他利益剰余金 315,199
圧縮記帳積立金 165
別 途 積 立 金 284,420
繰越利益剰余金 30,614

自 己 株 式 △1,368
評 価 ・ 換 算 差 額 等 4,487
その他有価証券評価差額金 4,574
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △87
純 資 産 合 計 355,048
負 債 純 資 産 合 計 398,041
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（単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計 その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価換算
差額等合計

△1,344 330,073 3,286 28 3,314 333,388

－ －
－ －

△9,078 △9,078
29,589 29,589

△24 △24 △24

1,287 △115 1,172 1,172

△24 20,487 1,287 △115 1,172 21,659
△1,368 350,560 4,574 △87 4,487 355,048

■損益計算書（自　平成29年２月21日　至　平成30年２月20日）  （単位：百万円）

科　目 金　額
売 上 高 558,513
売 上 原 価 371,399

売 上 総 利 益 187,114
営 業 収 入 993

営 業 総 利 益 188,108
販売費及び一般管理費 144,690

営 業 利 益 43,417
営 業 外 収 益

受 取 利 息 358
有 価 証 券 利 息 20
受 取 配 当 金 171
為 替 差 益 13
包 装 資 材 売 却 益 182
そ の 他 282 1,029

営 業 外 費 用
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 27
そ の 他 7 35

経 常 利 益 44,412
特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 347
減 損 損 失 864
関係会社出資金評価損 1,308
災 害 に よ る 損 失 3
そ の 他 16 2,540

税 引 前 当 期 純 利 益 41,871
法人税、住民税及び事業税 12,645
法 人 税 等 調 整 額 △363 12,282
当 期 純 利 益 29,589
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■個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
　1．資産の評価基準及び評価方法
　　1）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　  　満期保有目的の債券 ………償却原価法（定額法）を採用しております。
　　　  　その他有価証券
　　　　  　時価のあるもの …………  決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）を採用しております。
　　　　  　時価のないもの …………移動平均法に基づく原価法を採用しております。
　　　　  子会社 ………………………移動平均法に基づく原価法を採用しております。
　　2）デリバティブの評価基準及び評価方法
　　  　時価法を採用しております。　
　　3）たな卸資産の評価基準及び評価方法
　　　  　商　　品：売価還元法による原価法
　　　　　　　　  　（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

　2．固定資産の減価償却の方法
　　1）有形固定資産
　　　  　建　　物：定率法（簿価の15.5％）及び定額法（簿価の84.5％）
　　　  　構 築 物：定率法（簿価の70.2％）及び定額法（簿価の29.8％）
　　　  　そ の 他：定率法
　　　　  　主な耐用年数は、以下のとおりであります。
　　　　　  　建物　　　　　　５～50年
　　　　　  　構築物　　　　　５～20年
　　　　　  　機械及び装置　　７～12年
　　2）長期前払費用
　　　  　定額法

　3．引当金の計上基準
　　1）貸倒引当金
　　  　  債権の貸倒損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上しております。
　　2）賞与引当金
　　  　  従業員（定時社員を含む）に対する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
　　3）執行役員賞与引当金
　　  　執行役員に対する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
　　4）退職給付引当金
　　  　  従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末にお

いて発生していると認められる額を計上しております。
　　  　  ①退職給付見込額の期間帰属方法
　　  　　  退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基

準によっております。　
　　  　②数理計算上の差異の処理方法
　　  　　  数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法

により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
　　5）定時社員退職功労引当金
　　  　定時社員（パートタイマー）の退職功労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
　　6）役員退職慰労引当金
　　  　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
　　7）執行役員退職慰労引当金
　　  　執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

　4．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　　1）未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結計算書類と異なっています。
　　2）消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

　5．追加情報
　  　繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用
　  　  「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年3月28日）を当事業年度から適用

しております。
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貸借対照表等に関する注記
　1．有形固定資産の減価償却累計額    82,074百万円
　2．関係会社に対する短期金銭債権    63百万円
　3．関係会社に対する長期金銭債権    3,286百万円
　4．担保に供されている資産  有価証券  11百万円
　  　    投資有価証券  6百万円
　  　    差入保証金  47百万円
　  　担保に係る債務  流動負債のその他（商品券）  108百万円
　5．関係会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。
　  　 股份有限公司　    110百万円
　  　（うち実質負担額）    　（110百万円）
　6．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書に関する注記
　1．関係会社との取引高
　　  　営業取引による取引高　    11百万円
　　  　営業取引以外の取引高    39百万円
　2．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書に関する注記
　自己株式の種類及び株式数
　　普通株式    159,596株

税効果会計に関する注記
　1．繰延税金資産の主な発生原因の内訳
　　  　減損損失    591百万円
　　  　関係会社株式評価損    1,117百万円
　　  　関係会社出資金評価損    841百万円
　　  　未払事業税    358百万円
　　  　賞与引当金    669百万円
　　  　退職給付引当金    232百万円
　　  　定時社員退職功労引当金    300百万円
　　  　役員退職慰労引当金    126百万円
　　  　執行役員退職慰労引当金     43百万円
　　  　資産除去債務    592百万円
　　  　その他    776百万円
　　  　繰延税金資産合計    5,651百万円

　2．繰延税金負債の主な発生原因の内訳
　　  　その他有価証券評価差額金    △1,979百万円
　　  　差入保証金時価評価    △   390百万円
　　  　資産除去債務に対応する除去費用  △   349百万円
　　  　圧縮記帳積立金    △     71百万円
　　  　その他    △       0百万円
　　  　繰延税金負債合計    △2,790百万円
　　  　繰延税金資産の純額    2,860百万円

リース取引により使用する固定資産に関する注記
　1．ファイナンス・リース取引（借主側）
　　  　該当事項はありません。

　2．オペレーティング・リース取引（借主側）
　  　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
　　  　１年内    7,191百万円
　　  　１年超    28,874百万円
　　  　合計    36,065百万円

関連当事者との取引に関する注記
　当事業年度における関連当事者との取引については、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

１株当たり情報に関する注記
　1．１株当たり純資産額    9,660円20銭
　2．１株当たり当期純利益金額    805円06銭
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連結監査報告

■連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年３月29日

株式会社　し　ま　む　ら
　取締役会　御中
 有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 小　林　雅　彦 ㊞業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 筑　紫　　　徹 ㊞業務執行社員

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社しまむらの平成29年２月21日
から平成30年２月20日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討
する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、株式会社しまむら及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係
る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
 以　上
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監 査 報 告

■会計監査人の会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年３月29日

株式会社　し　ま　む　ら
　取締役会　御中

 有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 小　林　雅　彦 ㊞業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 筑　紫　　　徹 ㊞業務執行社員

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社しまむらの平成29年２
月21日から平成30年２月20日までの第65期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と
判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びそ
の附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及び
その附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画
を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するた
めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及
びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及
びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
 以　上
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監 査 報 告

■監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成29年２月21日から平成30年２月20日までの第65期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下
のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1  ）監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい

て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。

（2  ）各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役、執行役員、監査室
その他の従業員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以
下の方法で監査を実施しました。

　①  取締役会、経営会議その他重要な会議に出席するほか、取締役、執行役員及び従業員等から
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、重要な決裁書
類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。子
会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて事業の
報告を受けました。

　②  事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必
要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役
会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取
締役及び監査室等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。

　③  事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針については、取締役会
その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

　④  会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28
日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたし
ました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
　①  　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。
　②  　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認

められません。
　③  　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部

統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき
事項は認められません。

　④  　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関す
る基本方針については、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年３月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社　し　ま　む　ら　監査役会
常勤監査役 吉　岡　秀　行 ㊞
監査役 島　村　裕　之 ㊞
社外監査役 早　瀬　佳　一 ㊞
社外監査役 堀之北　重　久 ㊞

以　上
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1

店舗等のご案内
（平成30年 2月20日現在）  

事業名 店舗数

● 1,401

313

● 261

● 98

★ 16

流 行 服 飾 館

思 夢 樂 45

11

合計店舗数 2,145

■本　社
Tel.048-652-2131㈹
〒331-9550 埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目19番4号

■盛岡商品センター
Tel.0195-70-1175
〒028-7111 岩手県八幡平市大更第一地割203番1号

■名取商品センター
Tel.022-397-6995
〒981-1251 宮城県名取市愛島台7丁目101番37号

■東松山商品センター
Tel.0493-81-7004
〒355-0067 埼玉県東松山市坂東山4番地

■桶川商品センター
Tel.048-729-2681
〒363-0002 埼玉県桶川市赤堀2丁目3番1号

■秦野商品センター
Tel.0463-89-3026
〒259-1304 神奈川県秦野市堀山下88番15号

■関ヶ原商品センター
Tel.0584-24-1165
〒503-2100 岐阜県不破郡垂井町松島745番7号

■犬山商品センター
Tel.0568-69-0081
〒484-0894 愛知県犬山市羽黒字徳間屋敷1番

■神戸商品センター
Tel.078-998-1303
〒651-2228 兵庫県神戸市西区見津が丘3丁目14番

■岡山商品センター
Tel.086-450-0095
〒712-8043 岡山県倉敷市広江8丁目3番1号

■北九州商品センター
Tel.093-483-1388
〒800-0113 福岡県北九州市門司区新門司北1丁目11番7号
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本書は再生紙を使用しています

株 主 メ モ

■ 事 業 年 度 ２月21日から翌年２月20日まで
■ 定 時 株 主 総 会 毎年５月
■ 単 元 株 式 数 100株
■ 基 準 日 定時株主総会　２月20日

期  末  配  当　２月20日
中  間  配  当　８月20日

■ 株主名簿管理人及び 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
特別口座の口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社

■ 郵 便 物 送 付 先 東京都杉並区和泉二丁目８番４号
（〒168︲0063）
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
TEL　0120︲782︲031（フリーダイヤル）

■ 公 告 の 方 法 電子公告の方法により行います。
ただし、電子公告によることができない事故
その他のやむを得ない事由が生じたときは、
日本経済新聞（東京）に掲載します。
公告掲載アドレス
http://www.shimamura.gr.jp/

■ 住所変更、単元未満株式の買取のお申出について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座にて管理されていらっ
しゃる株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行
株式会社にお申出ください。

■未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

■「配当金計算書」について
配当金支払いの際送付している「配当金計算書」は、租税特別措置
法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行
う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。
なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、
配当金支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいており
ます。
※確定申告をなされる株主様は、大切に保管してください。


